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 全国フェミニスト議員連盟（1992 年〜）は、⼥性議員を増やして男⼥平等社会をつくろうと運動をつ
づける市⺠団体です。 

このたびの参院選は、⽇本⼥性が参政権を得て 80 年の節⽬の選挙です。 
意思決定の場の男⼥平等に向けて政党のとるべき⾏動を明⽂化した国連の「北京⾏動綱領」から 30

年、「政策決定の場を男⼥半々に」（CEDAW ⼀般勧告第 40 号）という国連勧告後、実質、初めての国政選
挙でもあります（注１）。さらに、「候補者男⼥均等法」施⾏ 7 年になることも忘れてはなりません。 

そこで私たちは、10 政党（注２）に対して男⼥平等についての質問をして、回答をいただきました。
結果は以下のとおりです。投票⾏動の参考にしていただけるよう、報道を切にお願いいたします。 
 
１） ⾃由⺠主党、参政党からは、締め切りを過ぎても回答がありませんでした。とくに政権与党であ 
る⾃⺠党が、⼥性の声に⽿を傾けるつもりがない事態はきわめて深刻です。⽇本の政治分野における
男⼥平等の遅れが⼀向に改善しない理由の⼀端は、ここにあると⾔えます。 

実際、⽇本は、改善どころか、ジェンダー・ギャップ指数の[政治分野]によると、世界 148 カ国中
125 位であり、昨年の 146 カ国中 113 位よりさらに順位を下げました。 

なお⽇本保守党は、送信当時メルアドが⾒つからず未送信だったため速達郵送し返事待ちです。 
 
２） 候補者に⼥性が占める割合は、回答の締め切り後に動きがあったため各種報道も参考にしまし 
た。すなわち、れいわ（45.8）､共産（42.6）、⽴憲（41.2）、社⺠(36.4)、国⺠（29.3）、維新(25.0)、
公明（20.8）。「候補者男⼥均等法」の求める男⼥同数に達した政党はなく、「第 5次男⼥共同参画基本
計画」にうたわれる「2025 年までに⼥性候補を 35%に」という条件を満たしたのは４党でした。 

ちなみに回答をいただけなかった２党は、⾃⺠（21.5）、参政（43.6）。返事待ちの⽇本保守党は
（22.2）です。全体で 29％と、国連 CEDAWが「⼥性差別撤廃条約の持つ神髄と相容れず、むしろ、
男⼥間の不平等を正当化するメッセージとなりうる」とした数字「30%」よりも下回ったことは由々
しき事態です。 

参政党については、40%を超えたとはいえ、⼈権尊重や男⼥平等の価値観に敵対的な発⾔が⽬⽴
ち、憲法ならびに⼥性差別撤廃条約を愚弄していると考えます。 
 
３）回答した 7 党すべてが「公約に男⼥平等・ジェンダー平等の記載あり」と書かれていたことは評
価できます。しかし、⼥性議員増への具体的とりくみに、「当選可能性の⾼い選挙区に⼥性をあてる」
「⼥性候補リストを作成し候補者空⽩区にあてる」などポジティブ・アクション（暫定的特別措置）をあ
げた政党は皆無でした。この具体策は⽇本同様⼩選挙区制をとるイギリスで 1997 年労働党が実⾏しま
した。特定枠に⼥性をあてた政党も皆無でした。 
 
４）男⼥半々議会をつくりあげる施策に、維新以外の６党が「クオータ制」を選びました。⽇本で初 



めてクオータ制を掲げて私どもの団体が誕⽣した 1992 年、ほとんどの政党が「クオータ」という⾔葉
すら知らなかったことを思えば、時代の変化が感じられます。しかし候補者擁⽴にあたる政党がクオ
ータ制を導⼊するには、⼩選挙区制では困難であることは明らかであり、選挙制度改正が望まれます
が、それをあげたのは国⺠、共産、社⺠の 3 党のみです。政党交付⾦配分でインセンティブをつける
ことは、国⺠、れいわ、社⺠の 3 党が選びました。なお共産党は憲法違反だとして政党交付⾦⾃体を
受け取っていません。 
 
５）個別テーマ 
 ① ⼥性差別撤廃条約選択議定書の批准：維新を除く 6 党が「早期批准すべき」 
 ② 選択的夫婦別姓を可能とする⺠法改正：維新を除く６党が「早期改正すべき」 
 ③ ジェンダー平等を専ら所管する専⾨省の新設：国⺠、共産、れいわ、社⺠ 4 党が「賛成」 
④ 独⽴した公的⼈権機構の新設：維新を除く 6 党が「賛成」 
⑤ アイヌなどマイノリティ⼥性の政治参加推進：国⺠、共産、れいわ、社⺠ 4 党が「賛成」 
⑥ 国⽴⼥性教育会館：「宿泊・研修棟の存続」は共産、れいわ、社⺠の 3 党が「賛成」 

 
上の①〜⑤は、すべて CEDAWから 2024 年に出された⽇本政府への勧告であり、迅速にとりく 
むべき政策課題です。とくに①は、⽇本政府は CEDAWから「批准に対するいかなる障害にも速やか
に対処・除去」するように勧告されています（すでに批准した国 115 カ国）。また、②は勧告の中でも
とくに急がれる Follow-up 項⽬です。 

回答をいただいた政党の中では、維新の消極姿勢が際だちます。現役世代の負担減を真っ先に公約
にあげていますが、正確には現役世代男性ではないかと考えられます。 
 

以上、遺憾ながら、意思決定の場の男⼥半々議会を求めた国連の勧告を遵守した政党はひとつとし
てありませんでした。猛省を求めます。 

 
 

注１ CEDAW ⼀般勧告は、2024 年 10 ⽉ 23 ⽇付であり、昨年 10 ⽉ 15 ⽇公⽰の衆院選の候補選定が過ぎてからだった。 

注２ 政党交付⾦が拠出された９政党に、政党交付⾦の受け取りを拒否している共産党を加えた 10 政党 
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